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１ 五條市の現状と課題

背 景

課 題

目 標

第１回 五條市教育・保育のあり方検討委員会（開催日：令和６年７月３日（水））
民間活力を活用した認定こども園のあり方を検討

◎多様化した教育・保育ニーズに対する施設運営
➢ 柔軟な教育・保育体制の構築

◎子育て環境の充実や教育・保育サービスの向上
➢ 0才から15才までの一貫した教育の推進

１

安定的・継続的に質の高い教育・保育の提供

共働き世帯の増加や、核家族化に伴う教育・保育ニーズの 多様化

公立と私立が連携した、公私連携の認定こども園へ移行



運営主体 変わります

こども園で働く保育教諭 変わる場合があります

保育料 変わりません

教育・保育内容 変わりません

施設・備品 変わりません

運営主体は五條市から公私連携法人へ移行し、締結する協定書に基づき、市が一定の関与を行います。

市の保育教諭から公私連携法人の保育教諭に変わりますが、移行後も引き続き、切れ目なく継続的な教育・保育が
行えるように保育教諭の配置について、市と公私連携法人が協議を行います。

保育料は条例等に基づき決定するため、変更はありません。ただし、公私連携法人が独自事業を実施する場合、保
護者負担が別途必要になる場合があります。

公立認定こども園で培ってきた教育・保育内容の継承を基本とします。そのうえで、公私連携法人のノウハウ等を
活用し、学びの選択の幅が広がるようサービスの充実を図ります。
移行期間は公私連携法人と一緒に、合同保育や引継ぎ保育を実施します。

園舎や備品などは、現状のまま活用する予定です。

２
２ 公私連携により変わる事、変わらない事



３ 公私連携幼保連携型認定こども園の選定

公立認定こども園の役割

公立認定こども園 みらいこども園（本町）
公私連携に移行するこども園 ゆめこども園（北宇智）、きぼうこども園（阪合部）

①保育の実施責任を基本とし、地域全体の子育ての実情を把握し、特別な配慮が必要な子どもについて適切な

支援を行う。

②家庭環境への配慮、子ども・家庭の支援を行い、小学校へつなげる。

③社会的養護が必要な子どもについて、各関係機関と連携を図りながら、地域のセーフティネット

としての役割をはたす。

④正規職員の保育教諭を受け入れることが可能な規模。

五條市の保育セーフティネットとして引き続き運営を行う。

３



４ 五條市公私連携幼保連携型認定こども園運営法人選定審査会

開催日：令和７年３月１日（土）

選定方法：公募型プロポーザル方式

企画提案書に基づく、発表者からのアイデアや企画の説明(プレゼンテーション)と、選定審査会専門部会委員

の質疑による審査。

審査結果：

１ 五條市立ゆめこども園 選定審査会 （受託法人）社会福祉法人 愛誠会

２ 五條市立きぼうこども園 選定審査会 （受託法人）社会福祉法人 智辯会

５ 公私連携幼保連携型認定こども園 協定書 締結式

開催日：令和７年10月29日（水）

４

五條市立きぼうこども園五條市立ゆめこども園

社会福祉法人 智辯会社会福祉法人 愛誠会移管先法人

昭和48年１月昭和55年８月法人設立日

幼保連携型認定こども園
ちべん保育園

幼保連携型認定こども園
なかよしこども園運営施設

●移管法人の概要



取組み内容月年 度

・第１回 五條市教育・保育のあり方検討委員会
五條市の現状と今後の公立認定こども園のあり方について

７月

令和６年度

・五條市子ども･子育て会議での進捗状況について報告（3回（８月～２月））
８月

・保護者、保育士等説明会（33回（８月～３月））

・市議会定例会 総務文教常任委員会での進捗状況について報告９月

・市議会定例会 総務文教常任委員会での進捗状況について報告12月

・五條市公私連携幼保連携型認定こども園運営法人選定 審査会

３月

・公私連携法人決定
・覚書の締結

・市議会定例会 総務文教常任委員会での進捗状況について報告

・五條市自治連合会理事会での取組みの報告

・移行期間（引継ぎ・合同保育） ・三者協議会設置（保護者代表､公私連携法人､五條市）
・保護者説明会（公私連携法人､五條市合同）

4月

令和７年度

・公私連携幼保連携型認定こども園 協定書 締結式
・保育士等説明会

10月

・五條市立認定こども園設置条例一部改正（議会上程）
（行政財産から普通財産）

12月

・公私連携幼保連携型認定こども園届出（県）３月

・公私連携幼保連携型認定こども園 開園４月令和８年度

６ これまでの取組と今後の予定

５


